
権
利
の
放
棄

　

伊
勢
原
駅
北
口
地
区
の
整

備
に
お
い
て
、
市
と
関
係
権

利
者
を
中
心
に
事
業
化
に
向

け
検
討
を
進
め
て
き
た
結
果
、

市
街
地
再
開
発
事
業
に
よ
る

事
業
成
立
が
見
通
せ
る
環
境

が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、
北
口

整
備
を
推
進
し
て
い
く
に
当

た
り
、
市
が
伊
勢
原
駅
北
口

Ａ
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合

に
対
し
て
有
す
る
貸
付
金
債

権
を
放
棄
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
左
記
の
附
帯
決
議
を

付
し
て
可
決
し
ま
し
た
。

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
作

成
、
保
存
等
を
行
う
記
録
簿

等
に
つ
い
て
、
書
面
に
代
え

て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
対
応

を
可
能
と
す
る
基
準
を
追
加

す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
・
第
６
号
）

　

第
５
号
の
補
正
予
算
で
は
、

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交

付
金
お
よ
び
コ
ロ
ナ
対
策
と

し
て
の
ま
ち
づ
く
り
市
民
フ

ァ
ン
ド
寄
附
金
を
活
用
し
、

感
染
拡
大
防
止
対
策
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
対

策
の
追
加
お
よ
び
新
し
い
生

活
様
式
を
踏
ま
え
た
感
染
機

会
の
削
減
。

②
農
業
経
営
基
盤
強
化
対
策

や
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て
、

県
費
補
助
金
の
採
択
が
予
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所

要
の
経
費
の
追
加
。

③
７
月
23
日
の
大
雨
に
伴
う

災
害
復
旧
費
等
に
充
用
し
た

予
備
費
を
補
塡
す
る
ほ
か
、

市
道
４
６
４
号
線
の
整
備
に

対
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た

国
庫
補
助
金
の
内
示
額
の
減

少
か
ら
、
終
末
処
理
場
周
辺

整
備
基
金
繰
入
金
を
追
加
し
、

事
業
の
進
捗
を
図
る
た
め
、

合
計
１
億
１
６
５
６
万
６
０

０
０
円
を
追
加
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
追
加
議
案
で
提
出

さ
れ
た
第
６
号
の
補
正
予
算

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
対
す
る

経
済
対
策
の
た
め
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
る
ポ
イ

ン
ト
還
元
事
業
第
２
弾
の
実

施
経
費
等
で
、
８
３
０
９
万

１
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
３
３
４
億
５
９
０

９
万
２
０
０
０
円
と
し
ま
し

た
。

　

９
月
定
例
会
で
は
、
令
和
２
年
度
一
般
会
計
を
は
じ
め
、
４
特
別
会
計
お
よ
び

公
共
下
水
道
事
業
会
計
決
算
案
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
認
定
し
ま
し
た
。
（
２
面

に
総
括
質
疑
、
３
面
に
討
論
）

　

市
長
提
出
議
案
は
ほ
か
に
、
11
件
を
審
議
し
、
そ
の
う
ち
「
権
利
の
放
棄
」
に

つ
い
て
は
、
議
員
か
ら
附
帯
決
議
が
２
件
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
１
件
を
可

決
（
下
段
参
照
）
、
１
件
を
否
決
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
の
議
案
に
つ
い
て
は
、

原
案
の
と
お
り
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。

　

議
員
提
出
議
案
２
件
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。

　

個
人
・
団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
陳
情
３
件
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
不
採
択
と

し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
、
３
日
間
行
わ
れ
、
15
人
の
議
員
が
市
政
に
対
す
る
考
え
方
な
ど

に
つ
い
て
執
行
機
関
に
説
明
を
求
め
ま
し
た
。
（
４
面
・
５
面
に
一
般
質
問
）

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
伴
う
議
会
対
応
と
し
て
、
一

般
質
問
の
制
限
時
間
の
短
縮
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
（
５
面
参
照
）

NO.203　令和３年11月１日

発行：伊勢原市議会／編集：議会広報委員会

〒259-1188 伊勢原市田中348番地

　（0463）74-5085（直）／ FAX（0463）94-4738

https://www.city. isehara.kanagawa.jp/gikai/

令
和
令
和
２
年
度
決
算
を
認
定

年
度
決
算
を
認
定

8/30～10/5

９月定例会

主
な
可
決
議
案

議案第55号に対する附帯決議
（創政会、いせはら未来会議、公明党いせはら、神奈川ネットワーク運動

・伊勢原、光風会、いせはら進誠会）

　伊勢原駅北口の再開発事業は、平成2年の都市計画決定以降、社会情勢の

変化に伴い実現に至っていない。

　小田急沿線の近郊都市では駅前整備が着実に進み、東京都や横浜市の大

都市圏域としての住環境や、交通結節点としての役割を果たしており、本

市としても駅前整備は長年の懸案事項であり、歴史・文化・首都近郊都市

としての整備が急務である。

　今回の「議案第55号　権利の放棄」の執行に当たり、新たな一歩を踏み

出し、再開発事業を確実に推進できるよう、次の事項について、十分配慮

して取り組まれるよう求める。

１　少子高齢化の進展とともに新型コロナウイルス感染症の拡大により、

市内経済や市の財政は厳しい局面にあるが、伊勢原駅北口周辺地区再開

発は公共性の高い事業であり、首都近郊都市としての玄関口にふさわし

い駅前整備事業を完遂すること。

２　平成2年の事業決定から既に30年以上が経過しており、関係者の諸事情

も大きく変化していることから、すべての関係者の合意を基本に、親切

丁寧な事業を推進すること。

３　公共性の高い交通結節点として、利用者の安全が確保されると共に、

本市の魅力発信と利便性の高い整備事業を推進すること。

４　これまでの事業の経緯や今後の方針など具体的な事業内容について、

市民への説明責任を果たすこと。

総合運動公園の子どもの広場
①広場全体　②ふわふわドーム　③みんなの花壇

①

② ③

Ⓒ伊勢原市


